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十
三
年 

四 
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規 
 
 
 

則 

 

岐
阜
県
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

岐
阜
県
規
則
第
三
十
五
号 

 
 
 

岐
阜
県
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

岐
阜
県
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則（
平
成
四
年
岐
阜
県
規
則
第
七
十
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
定
期
検
査
） 

第
四
条
の
二 

法
第
八
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
の
申
請
は
、
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設

定
期
検
査
申
請
書
（
別
記
第
十
三
号
の
二
様
式
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

省
令
第
四
条
の
四
の
四
の
規
定
に
よ
る
定
期
検
査
結
果
の
通
知
は
、
定
期
検
査
結
果
通
知
書
（
別

記
第
十
三
号
の
三
様
式
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
五
条
中
「
第
九
条
の
三
第
十
項
」
を
「
第
九
条
の
三
第
十
一
項
」
に
改
め
る
。 

 
第
七
条
第
一
項
中
「
第
九
条
の
三
第
十
項
」
を
「
第
九
条
の
三
第
十
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

中
「
第
九
条
の
三
第
十
項
」
を
「
第
九
条
の
三
第
十
一
項
」
に
改
め
、「
含
む
。）」
の
下
に
「
及
び
第
九

条
の
二
の
三
第
二
項
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
熱
回
収
施
設
の
認
定
の
申
請
等
） 

第
七
条
の
二 
法
第
九
条
の
二
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
は
、
熱
回
収
施
設
設
置
者
認

定
申
請
書
（
別
記
第
十
七
号
の
二
様
式
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 
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十
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四
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一
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火
曜
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曜
日 

(
 

)
 

休
日
に
当
た
る 

と
き
は
翌
日 

(
 

)
 

( ) 十
二 

ペ
ー
ジ 

廃
棄
物
対
策
課 
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２ 

知
事
は
、
法
第
九
条
の
二
の
四
第
一
項
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
熱
回
収
施
設
設
置
者
認
定
証
（
別

記
第
十
七
号
の
三
様
式
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

令
第
五
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
休
廃
止
等
の
届
出
は
、
熱
回
収
施
設
休
廃
止
等
届
出
書
（
別
記
第

十
七
号
の
四
様
式
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

省
令
第
五
条
の
五
の
十
一
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
熱
回
収
報
告
書
（
別
記
第
十
七
号
の
五
様
式
）

に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
八
条
第
二
項
中
「
第
九
条
の
三
第
七
項
」
を
「
第
九
条
の
三
第
八
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
条
第
一
項
中
「
第
十
五
条
の
二
の
四
」
を
「
第
十
五
条
の
二
の
五
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及

び
第
三
項
中
「
第
十
二
条
の
七
の
七
第
五
項
」
を
「
第
十
二
条
の
七
の
十
七
第
五
項
」
に
改
め
る
。 

第
十
一
条
第
一
項
中
「
第
十
五
条
の
二
の
五
第
一
項
」
を
「
第
十
五
条
の
二
の
六
第
一
項
」
に
改
め
、

「
許
可
を
受
け
た
者
」
の
下
に
「
、
法
第
九
条
の
二
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
十
五
条
の
三
の
三
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
者
」
を
、「
、
許
可
証
」
の
下
に
「
、
認
定
証
」
を
加
え
、
同
条
第
二

項
第
一
号
中
「
許
可
」
の
下
に
「
、
認
定
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
第
十
五
条
の
二
の
五
第
一
項
」

を
「
第
十
五
条
の
二
の
六
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
改
め
、

「
失
っ
た
と
き
」
の
下
に
「
又
は
法
第
九
条
の
二
の
四
第
二
項
若
し
く
は
第
十
五
条
の
三
の
三
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
認
定
の
効
力
を
失
っ
た
と
き
」
を
加
え
る
。 

 

第
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

（
書
類
の
提
出
） 

第
十
三
条 

法
、
令
、
省
令
及
び
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書

類
は
、
振
興
局
長
（
振
興
局
に
置
か
れ
る
事
務
所
の
長
を
含
む
。）
へ
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

別
記
第
十
号
様
式
備
考
第
七
号
を
削
る
。 

 

別
記
第
十
一
号
様
式
備
考
第
七
号
を
削
る
。 

 

別
記
第
十
三
号
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              第
13号

の
２
様
式
（
第
４
条
の
２
関
係
）

 

許
可

の
年

月
日

及
び

許
可

番
号

 

一
般

廃
棄

物
処

理
施

設
の

種
類

 

一
般

廃
棄

物
処

理
施

設
の

設
置

場
所

 

※
事
務
処
理
欄

 

年
 
 
月
 
 
日
 
 
 
第
 
 
 
 
号

 

  

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
定
期
検
査
申
請
書

 
 

 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

  
 
岐
阜
県
知
事
 
様

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
申
請
者

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
住
 
所

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
 
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
法

人
に
あ
っ
て

は
、
名

称
及

び
代
表
者

の
氏
名

）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電
話
番
号

 
 

 
  
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
８
条
の
２
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
一
般

廃
棄
物
処
理
施
設
の
定
期
検
査
を
受
け
た
い
の
で
申
請
し
ま
す
。
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別
記
第
十
四
号
様
式
及
び
別
記
第
十
六
号
様
式
中
「
第
９
条
の
３
第

10

項
」
を
「
第
９
条
の
３
第

11

項
」
に
改
め
る
。 

 

別
記
第
十
七
号
様
式
中
「
第
９
条
第
５
項
（
同
法
第
９
条
の
３
第10

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         

第
13号

の
３
様
式
（
第
４
条
の
２
関
係
）

 

次
回

の
検

査
期

限
 

定
期

検
査

の
結

果
 

許
可

の
年

月
日

及
び

許
可

番
号

 

一
般

廃
棄

物
処

理
施

設
の

種
類

 

一
般

廃
棄

物
処

理
施

設
の

設
置

場
所

 

※
事
務
処
理
欄

 

 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 

  
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
第
 
 
 
 
号

 

  

定
期
検
査
結
果
通
知
書

 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
  
住
 
所

 
 
氏
 
名

 
 
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

 
   
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
８
条
の
２
の
２
第
１
項
の
定
期
検
査
の
結
果
に

つ
い
て
、
次
の
と
お
り
通
知
す
る
。

 
  

                   
岐
阜
県
知
事
 
 
 
 
 
 
 
 
印

 

「
第
９
条
の
３
第

10
項
」

 
11

項
」

 
「
第
９
条
の
３
第

11
項
」

 

「
第
９

条
第

５
項
（

同
法

第
９
条
の

３
第

10
項
に

お
い
て

準
用

す
る
場

合
 

を
含
む
。）」

 
「

第
９

条
第

５
項

（
同

法
第
９

条
の

３
第

11
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含
む

。
）
 

第
９
条
の
２
の
３
第
２
項
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」

 

を 

に
改
め
、
同
様
式
の
次
に
次
の
四
様
式
を
加
え
る
。 
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第
17号

の
２
様
式
（
第
７
条
の
２
関
係
）

 
（
表
面
）

 

熱
回
収
の
内
容

 
に
関
す
る
計
画

 

熱
回
収
に
必
要

 
な
設
備
に
関
す

 
る
事
項

 

※
事
務
処
理
欄

 

許
可

の
年

月
日

 
及

び
許

可
番

号
 

熱
回
収
率

 
熱
回
収
の
方
法

 

熱
回
収
施
設
に
お
い
て
処

 
分
す
る
一
般
廃
棄
物
の
種

 
類

 

△
設
備
の
維
持
管
理
に
関

 
 
す
る
計
画

 

△
設
備
の
位
置
、
構
造
等

 
 
の
設
置
に
関
す
る
計
画

 

設
備
の
種
類
及
び
そ
の
設

 
備
の
能
力

 

※
認

定
番

号
 

※
認

定
の

年
月

日
 

熱
回

収
施

設
の

設
置

の
場

所
 

 

 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
第
 
 
 
 
号

 

 
 
 
％

 
     

 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 

 

熱
回
収
施
設
設
置
者
認
定
申
請
書

 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
 

 
岐
阜
県
知
事
 
様

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
申
請
者

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
住
 
所

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
 
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
法
人

に
あ
っ
て
は

、
名
称

及
び
代
表
者
の

氏
名
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電
話
番
号

 
  
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
９
条
の
２
の
４
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
一
般

廃
棄
物
の
熱
回
収
施
設
設
置
者
と
し
て
認
定
を
受
け
た
い
の
で
、
関
係
書
類
及
び
図
面
を
添
え

て
申
請
し
ま
す
。

 

備
考
 

 
１
 
※
欄
は
記
入
し
な
い
こ
と
。
 

 
２
 
設
備
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
ボ
イ
ラ
ー
、
発
電
機
、
熱
交
換
器
の
別
を
記
入
す
る
こ

と
。
 

 
３
 
設
備
の
能
力
に
つ
い
て
は
、
ボ
イ
ラ
ー
の
最
大
蒸
発
量
（
ト
ン
／
時
）、

発
電
機
の
出

力
（
キ
ロ
ワ
ッ
ト
）、

熱
交
換
器
の
能
力
（
キ
ロ
ジ
ュ
ー
ル
／
時
、
複
数
あ
る
場
合
は
そ

れ
ぞ
れ
の
能
力
）
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

 
４
 
△
印
の
欄
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
限
り
図
面
、
表
等
を
利
用
す
る
こ
と
と
し
、

△
印
の
欄
に
そ
の
記
載
事
項
の
す
べ
て
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
同
欄

に
「
別
紙
の
と
お
り
」
と
記
載
し
、
別
紙
を
添
付
す
る
こ
と
。
ま
た
、
次
の
図
面
等
を

含
む
こ
と
。
 

 
 
⑴
 
設
備
の
位
置
、
構
造
等
の
設
置
に
関
す
る
計
画
に
つ
い
て
は
、
熱
回
収
に
必
要
な

設
備
の
位
置
及
び
構
造
、
熱
回
収
に
よ
り
得
ら
れ
る
熱
量
及
び
そ
の
熱
を
電
気
に
変

換
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
気
の
量
を
把
握
す
る
た
め
に
必
要
な
装
置
の
位
置
を

示
す
図
を
添
付
す
る
こ
と
。
 

 
 
⑵
 
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
計
画
に
つ
い
て
は
、
ボ
イ
ラ
ー
、
発
電
機
又
は
熱
交

換
器
に
つ
い
て
の
維
持
管
理
に
関
す
る
計
画
を
記
載
す
る
こ
と
。
ま
た
、
熱
回
収
に

よ
り
得
ら
れ
る
熱
量
及
び
そ
の
熱
を
電
気
に
変
換
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
気
の

量
を
把
握
す
る
た
め
に
必
要
な
装
置
の
機
能
を
健
全
に
維
持
す
る
た
め
に
行
う
定
期

的
な
点
検
、
補
修
等
の
計
画
も
記
載
す
る
こ
と
。
 

 
５
 
熱
回
収
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
発
電
、
発
電
以
外
の
熱
利
用
、
発
電
・
熱
利
用
の
併

用
の
別
を
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
６
 
熱
回
収
率
に
つ
い
て
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
５

条
の

５
の

５
第

１
項

第
４

号
ハ

の
算

式
に

よ
り

算
定

し
た

熱
回

収
率

を
記

載
す

る
こ

と
。

 

（
裏
面
）
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第
17号

の
３
様
式
（
第
７
条
の
２
関
係
）

 

留
意

事
項
 

熱
回

収
率
 

熱
回

収
に

必
要

な
設

備
 

熱
回

収
の

方
法

 

熱
回

収
施

設
の

設
置

の
場

所
 

認
定

番
号
 

認
定

の
有

効
年

月
日

 

認
定

の
年

月
日

 

１
 
毎
年
６
月
30
日
ま
で
に

、
前
年
度
の
熱
回
収
に
関
す
る

報
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
。
 

２
 
熱
回
収
を
行
わ
な
く
な

っ
た
と
き
、
当
該
熱
回
収
施
設

を
休

廃
止

し
又

は
休

止
し

た
当

該
施

設
を

再
開

し
た

と

き
、
又
は
熱
回
収
に
必
要
な
設
備
の
変
更
を
し
た
と
き
は
、

遅
滞
な
く
届
け
出
る
こ
と
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
％
 

   

 

 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

熱
回
収
施
設
設
置
者
認
定
証
 

 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
住
 
所
 

 
氏
 
名
 

 
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
 

  
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
９
条
の
２
の
４
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
一
般

廃
棄
物
の
熱
回
収
施
設
の
設
置
者
と
し
て
認
定
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
。
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
岐
阜
県
知
事
 
 
 
 
 
 
 
 
印
 
 

熱
回
収
に
必
要
な
 

設
備
を
変
更
し
た
 

と
き
 

廃
止
、
休
止
又
は
 

再
開
し
た
と
き
 

熱
回
収
を
行
わ
な
 

く
な
っ
た
と
き
 

※
事

務
処

理
欄
 

年
月
日

 

理
由

 

△
変
更
の

 
 
内
容

 

年
月
日

 

理
由

 

年
月
日

 

理
由

 

認
定
の
年
月
日
及
び
認
定
番
号
 

熱
回

収
施

設
の

設
置

の
場

所
 

備
考
 

 
１
 
※
欄
は
記
入
し
な
い
こ
と
。
 

 
２
 
△
印
の
欄
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
限
り
図
面
、
表
等
を
利
用
す
る
こ
と
と
し
、

同
欄
に
そ
の
記
載
事
項
の
す
べ
て
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
同
欄
に
「
別

紙
の
と
お
り
」
と
記
載
し
、
別
紙
を
添
付
す
る
こ
と
。
 

 
３
 
変
更
の
あ
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
変
更
前
及
び
変
更
後
の
内
容
を
対
照
さ
せ
る
も
の
と

す
る
こ
と
。
 

 

 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日

 

 

 

 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日

 

(廃
止
・
休
止
・
再
開
の
別
) 

 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日

 

 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 
 
 
第
 
 
 
 
号

 

 

熱
回
収
施
設
休
廃
止
等
届
出
書
 

 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
岐
阜
県
知
事
 
 
 
 
様
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
届
出
者

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
住
 
所

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
 
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
法

人
に

あ
っ
て

は
、
名

称
及

び
代
表
者

の
氏
名

）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電
話
番
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
熱
回
収
施
設
を
休
廃
止
等
し
た
の
で
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第

５
条
の
５
の
規
定
に
よ
り
、
関
係
書
類
及
び
図
面
を
添
え
て
届
け
出
ま
す
。
 

第
17号

の
４
様
式
（
第
７
条
の
２
関
係
）
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別
記
第
十
八
号
様
式
備
考
第
六
号
を
削
る
。 

 

別
記
第
十
九
号
様
式
「
第
９
条
の
３
第
７
項
」
を
「
第
９
条
の
３
第
８
項
」
に
改
め
、
備
考
第
六
号

を
削
る
。 

 

別
記
第
二
十
号
様
式
備
考
第
三
号
を
削
る
。 

 

別
記
第
二
十
一
号
様
式
備
考
第
四
号
を
削
る
。 

 

別
記
第
二
十
三
号
様
式
中
「
第15

条
の
２
の
４
」
を
「
第15

条
の
２
の
５
」
に
、 

「 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

改
め
る
。 

 

別
記
第
二
十
四
号
様
式
中
「
第12

条
の
７
の
７
」
を
「
第12

条
の
７
の17

」
に
改
め
、 

「 

 
 
 
 

   

「 
 
 
 

 
 
 
 

 

改
め
る
。 

 
別
記
第
二
十
五
号
様
式
中
「
第12

条
の
７
の
７
」
を
「
第12

条
の
７
の17

」
に
、 

「 

 
 
 

   

年
４
月
１
日
か
ら
 
 
年
３
月

 
31日

ま
で
の
年
間
の
熱
回
収
率
 

認
定

の
年

月
日

 
及

び
認

定
番

号
 

備
考
 
熱
回
収
率
に
つ
い
て
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
５
条

 
 
 
の
５
の
５
第
１
項
第
４
号
ハ
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
熱
回
収
率
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
 
 
 
 
％
 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 
 
第
 
 
 
号
 

熱
回
収
報
告
書
 

 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 

 
岐
阜
県
知
事
 
 
 
 
様
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
報
告
者

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
住
 
所

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
 
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
法

人
に

あ
っ
て
は

、
名

称
及
び
代
表
者

の
氏
名
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電
話
番
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
５
条
の
５
の

11
の
規
定
に
よ
り
、
熱

回
収
に
関
す
る
報
告
書
を
提
出
し
ま
す
。
 

第
17号

の
５
様
式
（
第
７
条
の
２
関
係
）

 
「
第
９
条
の
３
第
７
項
」

 
「
第
９
条
の
３
第
８
項
」

 

「
第

15
条
の
２
の
４
」

 
「
第

15
条
の
２
の
５
」

 

備
考

 
 
１
 
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
破
砕
施
設
、
焼
却
施
設
又
は
最
終
処

分
場
の
別
を
記
入
す
る
こ
と
。

 
 
２
 
知
事
が
定
め
る
部
数
を
提
出
す
る
こ
と
。

 
」

 を 

備
考
 
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
破
砕
施
設
、
焼
却
施
設
又
は
最
終
処
 
 

分
場
の
別
を
記
入
す
る
こ
と
。

 
」

 

に 

「
第

12
条
の
７
の
７
」

 
「
第

12
条
の
７
の

17」
 

備
考

 
 
１
 
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
破
砕
施
設
、
焼
却
施
設
又
は
最
終
処
 
 

分
場
の
別
を
記
入
す
る
こ
と
。

 
 
２
 
知
事
が
定
め
る
部
数
を
提
出
す
る
こ
と
。

 
」

 を 

備
考
 
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
破
砕
施
設
、
焼
却
施
設
又
は
最
終
処
 
 

分
場
の
別
を
記
入
す
る
こ
と
。

 
」

 に 

「
第

12
条
の
７
の
７
」

 
「
第

12
条
の
７
の

17」
 

一
般
廃
棄
物
処
理
業
の
廃
止
の
年
月
日

 

備
考

  
 
知
事
が
定
め
る
部
数
を
提
出
す
る
こ
と
。

 

年
 
 
 
月
 
 
 
日

 

」
 を 
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「 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

改
め
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

附 

則 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

                     

                               

一
般
廃
棄
物
処
理
業
の
廃
止
の
年
月
日

 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日

 
」

 に 

 

別
記
第
二
十
六
号
様
式
中 「

許
 
可
 
証

 
 
登
録
証
明
書

 
 
指
 
定
 
証
」

 

「
許
 
可
 
証

 
 
認
 
定
 
証

 
 
登
録
証
明
書

 
 
指
 
定
 
証
」

 

を 

に
改
め
る
。 
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岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号 
 
 

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
発
行 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

発 

行 

者 
 
 

岐 
 
 
 
 

阜 
 
 
 
 

県 
 
 
 
 
 
 
 
 

編 
 

集 
 
 

各
務
原
市
テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
一
―
一 

 

ブ
イ
・
ア
ー
ル
・
テ
ク
ノ
セ
ン
タ
ー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

発 

行 

所 
 
 

岐 
 
 

阜 
 
 

県 
 
 

庁 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 


